
申込みの流れ 
 

 設置事業者 鹿児島市住宅課 

１ 
・鹿児島市営住宅屋外広告物設置事業者随

時募集申込書を提出 
― 

２ ― 

・申込書を受理 

・協定書を 3 部送付（鹿児島市用、事業者

用、連帯保証人用） 

・行政財産目的外使用許可申請書を送付 

３ 

・協定書へ押印のうえ 3 部返送 

・行政財産目的外使用許可申請書に必要事

項を記入し返送 

― 

４ ― 

・協定書を 2 部送付（事業者用、連帯保証

人用） 

・行政財産許可書を送付 

・広告料及び行政財産目的外使用料の納付

書を送付 

５ ・広告料及び行政財産目的外使用料を納付 ― 

６ ・屋外広告物設置 ― 

※広告を掲出する日の 1 か月前までに、広告の原稿を提出してください。 


